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（
二
）
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
調
査

の
成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
ま
し
た
。
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月
八
日
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事
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一

国
土
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称
等

国
土
調
査
を

行
っ
た
者
の

名
称

国
土
調
査
を
行
っ
た
期
間

成
果
の
名
称

国
土
調
査
を
行
っ
た
地
域

宇

部

市

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
三
十
年
二
月
五
日
ま
で

宇
部
市
地
籍
図

宇
部
市
地
籍
簿

大
字
小
野
の
一
部

〃

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
三
十
年
三
月
十
四
日
ま
で

〃〃

大
字
船
木
の
一
部

二

認
証
年
月
日

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日

（
三
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
道
路
部
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実

施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。
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一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
道
路
台
帳
図
デ
ー
タ
作
成
）

二

作
業
の
地
域

下
関
市
、
宇
部
市
、
山
口
市
及
び
周
南
市

三

作
業
の
期
間

平
成
三
十
年
十
月
十
九
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
日
ま
で

（
四
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
萩
土
木
建
築
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨

の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
及
び
水
準
測
量
）

二

作
業
の
地
域

萩
市
大
字
明
木

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
六
年
十
二
月
八
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日
ま
で
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（
五
）
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
の
不
明

次
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
の
で
、
宅
地
建

物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
ま

す
。な

お
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と

き
は
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
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株
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竹
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下
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丁
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発
行
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発
行
人

山
口
県
知
事
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